
十

月

例

会

御

案

内

公
益
財
団
法
人

〔
令

和

元

年

・
通

算

第

七

〇

一
回

〕

 

○

御

案

内

十

一
月

二
十

五

日

(
月
)

十

二
時

半

入

館

可

、

午

後

一
時

～

三
時

衆

議

院

第

一
議

員
会

館

.
B

1

第

七

会

議

室

講

題

日
本

よ

、

中

国

内

の
各

民

族

の
実

情

を

知

っ
て
ほ

し

い

!

講

師

ペ

マ

・
ギ

ャ

ル
ポ

先

生

(
桐

蔭

横

浜

大

学

.
大

学

院

教

授

.
御

専

門

は

国
際

政

治

.
国

際

関

係

論

)

長

い
年

月

、

香

港

と

台

湾

は

資

本

主

義

体

制

下

に
あ

り

、

こ

の
地

域

に

つ
い

て
、

一
党

独

裁

の
社

会

主

義

体

制

を

採

る

中

国

は

、

こ

の
地

域

を

中

国

領

と

主

張

し

、

当

面

、

「
一
国

二

制

度

(
つ
ま

り

資

本

主

義

と

社

会

主

義

の
併

存

)

を

認

め

、

外

交

権

と

防

衛

権

は

中

国

本

土

に
あ

る

が

、

行

政

管

理

権

と

立

法

権

と

独

立

司

法

権

は

香

港

に

認

め

ら

れ

て
き

た

の

に

、

香

港

の
林

鄭

月

蛾

行

政

長

官

が

、

香

港

内

で

の
犯

罪

者

を

中

国

本

土

に

移

送

す

る

と

表

明

し

た

こ
と

か

ら

、

デ

モ
が

発

生

し

、

そ

れ

が

、

香

港

警

察

と

衝

突

を

繰

り

返

し

て
、

い
ま

だ

解

決

し

な

い

で

い

る

。

し

か

し

、

ペ

マ

・
ギ

ャ
ル

ポ

先

生

は

、

中

国

国

内

に

は

、

多

く

の
民

族

が

お

り

、

本

来

、

共

存

す

べ
き

な

の

に
、

一
部

民

族

が

抑

圧

さ

れ

存

続

の
危

機

に
陥

っ
て

い
る

と

し

て

、

そ

の

こ

と

を

日

本

人

も

知

っ
て
も

ら

い
た

い
、

と

切

望

さ

れ

、

そ

の
内

容

を

御

解

説

下

さ

る

こ

と

に
な

り

ま

し

た

。

ペ

マ

・
ギ

ャ
ル

ポ

先

生

は

、

も

と

は

チ

ベ

ッ
ト

民

族

で
す

が

、

日

本

に
帰

化

さ

れ

、

日
本

語

も

お

達

者

で
す

。

切

実

な

課

題

、

奮

っ
て

の
御

参

加

を

!

(
清

原

記

)

協

和

協

会

 

口

当

日
会

費

(
昼

食

は

、

外

部

ま

た

は

議

員

会

館

食

堂

で

。

会

員

は

二
千

円

、

外

部

か

ら

の

参

加

者

は

四

千

円

 

十

一
月

二
十

一
日

(
木

)

ま

で

に
出

欠

の
御

連

絡

賜

り

た

く

。

 

○

御

報

告

本

年

八

月

中

旬

、

N

H

K

ニ

ュ
ー

ス

に

て
、

被

占

領

下

の

日
本

で
、

昭

和

天

皇

に
仕

え

た

田
島

道

治

初

代

宮

内

庁

長

官

が

約

五

力
年

に

わ

た

り

、

昭

和

天

皇

か

ら

う

か

が

っ
た

六

二

二

回

に

及

ぶ

対

話

を

記

し

た

『
拝

謁

記

』

と

題

す

る

十

八

冊

の
手

帳

が

、

田

島

元

宮

内

庁

長

官

の
御

遺

族

か

ら

N

H

K

に

寄

贈

さ

れ

た

と

の

ニ

ュ
ー

ス

に
接

し

た

。

当

財

団

の
創

立

会

長

・
岸

信

介

元

総

理

は

、

晩

年

、

昭

和

天

皇

か

ら

の

お

招

き

で
皇

居

へ
よ

く

参

上

し

て

い
た

。

ま

た

、

昭

和

天

皇

は

、

昭

和

六

十

二

年

八

月

七

日
夕

、

岸

信

介

元

総

理

の
卦

報

に
接

す

る

や

、

そ

の
場

に

て

三

首

の

御

製

を

お

詠

み

に
な

っ
て
お

ら

れ

る

。

(
な

お

、

こ

の

三
首

の
御

製

は

、

清

原

も

数

年

前

そ

の

所

持

者

か

ら

御

真

筆

の

コ
ピ

ー

を

い
た

だ

い

て

い

た

が

、

御

真

筆

で
は

お

そ

れ

多

い

の

で
、

活

字

打

ち

に

し

て
、

出

席

者

に
配

付

し

た

)

そ

こ

で
、

新

聞

社

関

係

に

聞

い
た

と

こ

ろ
、

歴

史

学

者

・
日
本

大

学

文

理

学

部

教

授

で
あ

る
古

川

隆

久

先

生

が

、

そ

の

『
拝

謁

記

』

に
目

を

通

さ

れ

研

究

さ

れ

て

い

る

と

の
情

報

を

得

た

の

で
、

御

講

話

の

お

願

い

に
出

た

。

古

川

隆

久

先

生

は

、

十

月

二

十

八

日

の
当

協

会

月

例

会

に
お

越

し

下

さ

り

、

『
昭

和

天

皇

・
拝

謁

記

に

つ
い

て

の

要

約

・
解

説

!

』

と

題

し

、

か

な

り

詳

し

い

レ
ジ

メ

も

御

用

意

下

さ

り

、

懇

切

に
御

解

説

を

く

だ

さ

っ
た

。

こ

こ

で
は

、

そ
れ

を

、

あ

ま

り

具

体

的

に
紹

介

す

る

わ

け

に

は

行

か

な

い
が

、

い
く

つ
か

例

示

す

れ

ば

、

当

初

の

こ

ろ

に
、

昭

和

天

皇

は

、

A
級

戦

犯

の
東

京

裁

判

が

あ

り

、

世

間

に

よ

る
天

皇

の
戦

争

責

任

論

に
胸

を

傷

め

て
お

ら

れ

、

戦

争

に
入

り

た

く

な

か

っ
た

が

、

当

時

の
軍

部

の
専

横

下

で
は

そ

れ

も

出

来

な

か

っ
た

。

退

位

な

い
し

譲

位

を

辞

さ

な

い
心

境

だ

が

、

道

義

上

の
責

任

を

自

覚

す

れ

ば

こ
そ

、

再

建

の

た
め

に

一
層

務

め

た

い

、

と

の
趣

旨

を

述

べ

ら

れ

て

い
る

。

ま

た

、

サ

ン

フ
ラ

ン

シ

ス

コ
講

話

条

約

に

よ

り

独

立

が

認

め

ら

れ

た

昭

和

二

十

七

年

四

月

に
、

独

立

回

復

を

祝

う

式

典

で

の

お

言

葉

の
原

稿

に
、

先

の
戦

争

に

つ
い

て
国

民

に
深

い
悔

恨

と

反

省

の
気

持

ち

を

表

明

す

る

箇

所

が

、

吉

田

総

理

に

よ

り

削

除

さ

れ

た

事

情

も

記

さ

れ

て

い

る

。

な

お

、

新

聞

報

道

な

ど

で
、

独

立

後

は

憲

法

を

改

正

し

て
再

軍

備

す

べ
し

と

あ

る

箇

所

が

問

題

に
な

っ
て

い

る

が

、

私

は

、

吉

田

元

総

理

も

岸

信

介

首

相

も

、

当

時

、

国

連

に
加

盟

す

る

た

め

に
は

、

「
自

分

の
国

は

自

分

で
護

る

」

独

立

主

権

国

家

体

制

(
再

軍

備

)

が

必

要

と

考

え

て

い
た

こ

と

を

、

こ

こ

に

記

し

、

昭

和

天

皇

の

お

考

え

も

当

然

で

あ

る

こ
と

を

、

付

言

し

て

お

き

た

い
。

(
清

原

記

)

▽

「
公

益

財

団

法

人

協

和

協

会

」

と

は

昭

和

四
十

九

年

、

岸

信

介

元

総

理

に

よ

っ
て
創

立

さ

れ

た

財

団

。

活

動

趣

旨

は

、

「
政

党

・
派

閥

・
利

害

・
打

算

の
次

元

を

超

え

て
、

真

に
国

家

的

課

題

を

研

究

調

査

し

、

特

に
重

要

課

題

は

、

政

府

宛

要

請

書

を

作

っ
て
、

時

の
政

府

へ
提

出

す

る

」

こ
と

に
あ

る

。

昭

和

五

十

四

年

か

ら

本

格

活

動

に
入

り

、

月

例

講

話

会

の
他

に
八

つ
の
部

会

と

、

五

～

六

の
委

員

会

が

あ

り

、

こ
れ

ま

で

に
百

三

十

七

本

の
要

請

書

を

時

の
政

府

に
提

出

し

て

い

る

。

第

二

代

会

長

は

福

田
赴

夫

元

総

理

、

第

三
代

会

長

は

櫻

内

義

雄

元

衆

議

院

議

長

、

第

四
代

会

長

は

塩

川

正

十

郎

元

財

務

大

臣

、

第

五

代

会

長

代

行

と

し

て
、

江

口

一
雄

元

衆

議

院

議

員

、

現

在

、

第

六

代

は

代

表

理

事

兼

会

長

代

行

と

し

て

、

岸

信

夫

衆

議

院

議

員

・
前

衆

議

院

安

全

保

障

委

員

長

、

元

外

務

副

大

臣

が

就

任

し

て

い

る

。

▽

事

務

局

電

話

(
0

3

)

3

5

8

1

.
1

1

9

2

代

表

理

事

兼

専

務

理

事

・
清

原

淳

平

、

総

務

重

田

、

高

津


